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件 名   頁 

１ ２受理番号２３ 事実婚を含むパートナーシップ宣誓制度の導入等を 

求める陳情        ・・・・・・・・・・・・・ ２

（地域のちから推進部） 



件  名 ２受理番号２３ 

事実婚を含むパートナーシップ宣誓制度の導入等を求める陳情 

所管部課名 地域のちから推進部多様性社会推進課 

陳情の要旨 

１ 事実婚を含むパートナーシップ宣誓制度を導入し、足立区として公に承認する 

方策をとること。 

２ 同じ趣旨の制度を持つ自治体から足立区へ転入または足立区から同じ趣旨の制 

度を持つ自治体へ転出したカップルが改めて手続きする負担を軽減するため、事 

実婚を含むパートナーシップ宣誓制度自治体間相互利用の実施を検討すること。 

陳情者等 請願文書表のとおり 

内容及び経過 

１ 区におけるパートナーシップ制度の取り組み状況について 

区では、性の多様性を尊重する社会の実現に向けて、ＬＧＢＴ当事者からの意見

を伺った上で「足立区パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関す

る要綱」を令和３年２月に制定し、令和３年４月から制度を開始した。 

宣誓数は令和３年５月末日現在で１３件（うちファミリーシップ宣誓１件）とな

っている。 

◆全国におけるパートナーシップ制度の現状について（参考）
全国自治体におけるパートナーシップ制度導入・証明書等交付状況は以下のと

おり。 
・ 導入 １０３自治体（令和３年４月１日現在 昨年同日比 ＋５６）
・ 交付 １，７４１組（令和３年３月３１日現在）
・ 都内導入自治体 １２区市

２ 事実婚を含むパートナーシップ宣誓制度自治体間相互利用の実施について 

パートナーシップ制度の利用者が同制度を導入している自治体間において、相 

互利用の可能性を追求し、利便性の向上を図るとともに、ＬＧＢＴ施策全般の質 

的向上や情報共有できるよう、令和３年５月に導入自治体によるネットワークを 

形成し、令和３年５月１９日（水）にオンライン会議を実施した。今後も不定期 

ではあるが、会議を開催し、継続的に研究・検討を進めていく。 

問題点等 

2


